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企業のための債権回収（弁護士 三宅賢和） 

１.とある企業からの相談 
Ｑ 当社は、電化製品の卸売業を行っておりますが、
取引先の売掛金の支払いがしばしば遅れています。
当社としては、このまま取引を続けたいと考えていま
すが、どのようなことに注意すべきでしょうか。 

 
２．はじめに 
 会社・事業者にとって、取引先の支払の遅滞は、
時期と額によっては、経営に甚大な打撃を与えます。
このような事態に備えて、会社はどのようなことが出
来るのでしょうか。今回は、掛売りを行う場合に出来
るだけ取り入れたい事項について説明します。 

 
３．取引基本条項に入れておくべき事項 
 継続的に同一の業者と売買契約を行う卸売業の
会社・事業者は、取引の相手方と取引基本契約を締
結しておく方法があります。そこで、以下のような条
項のある取引基本契約を締結することをお勧めしま
す。 
１．期限の利益喪失条項 

 掛売つまり商品代金が後払いになっている状態
（これを「期限の利益」といいます）のままだと迅速な
回収行為が出来ません。そこで、支払いを遅滞した
場合等の一定の場合に、即時に売掛金を請求でき
るようにするための条項です。 

 同様の理由で、一定の場合に契約を解除出来る
条項を入れておくとよいでしょう。 
２．所有権留保条項 

 一般的には、商品を取引先（買主）に引き渡したと
きに商品の所有権は取引先（買主）に移転します。こ
れを取引基本契約によって、代金支払完了時まで所
有権が移転しないようにします。これにより、取引先
が売掛金を支払えなかった場合に商品を引き上げ
ることが容易に行えます。 
３．保証人をつけること 

 会社や事業者が破産してしまった場合は、売掛金
の回収が困難になります。このような場合に備えて、
保証人をつけてもらうことも検討してください。保証
人は、家計が異なる人物をつけてもらった方が、回
収率は上がります。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
４．取引先の支払が止まったら 
１．取引先が事業を継続しているのか 

 支払いが止まったとしても、取引先が事業を継続し
ている場合は、掛売をやめて、現金取引を行い、事
業を続けてもらい、分割で回収を図る選択肢もあり
ます。この場合は、よくよく取引先の財務状況を調べ
る必要があります。 

 これは、取引先とのコミュニケーションなど、普段か
らの情報収集がものをいうので、普段から担当者が
取引先の事業内容や他の取引先の情報を収集して
おく必要があります。 
２．速やかなる担保権の実行 

 取引先の事業継続が難しそうな場合は、取引先の
財産が流出する前に速やかに担保権を実行する必
要があります。特に所有権留保や動産売買先取特
権については、対象となっている動産が売却されて
しまうと権利行使が困難になりますので、迅速性が
要求されます。 
３．その他 

 その他にも、担保権の物上代位、仮差押など様々
な回収方法が考えられます。個別の事情によるので
すが、早くご相談をいただければ、その分多様な方
法が選択できます。 

 

５．終わりに 
 売掛金の回収は、支払い停止がある前に対策して
おくことや、支払い停止後速やかに回収した方が成
功率が上がります。 

 当事務所では、企業様からの多数の相談をお受け
しておりますので、ノウハウも豊富です。 

 是非早めの相談をお勧めします。 

 
 

 
 
 

■三宅賢和 
福岡県久留米市出身。 

九州大学法学部、神戸大学法
科大学院卒業後、弁護士登録。 

会社関係の事件に強く、事業
承継等、新しい分野にも積極
的に挑む。 

 



日商保険コンサルティング株式会社橋本常務インタビュー 

竹田 

日商保険のシンボルマークにはどのような
意味があるのでしょうか。 

 
橋本常務 

 日商保険のシンボルマークは「纏（まと
い）」を元にしています。纏とは、江戸消防
のシンボルであり、「め組」に代表される
「火消（ひけし）」が使用していました。 

 江戸の町は長屋造が主流であり、長屋
で火事が起きた際、どうするかと言えば、
消防車がありませんので、燃えている長
屋の両隣を破壊して消火していたのです。
その際、火消たちが「ここで火を消し止め
る」と決めた風下の屋根の上に、組で一番
威勢のよい者が登り、纏を振り立てて仲間
の士気を鼓舞し、また火消達は纏とそれを
振り立てる仲間を燃やさないために懸命
に建物を壊して火を消し止めました。 

 ですから、弊社の纏のシンボルマークに
は、「（火から）お客様を守る」という決意が

込められています。日商保険は創業当時
から火災保険を多く扱っていましたので、
このマークを使うようになったのです。 

  

 

１．会社の設立経緯について 
竹田 

日商保険という会社の設立の経緯を教え
てください。 

橋本常務 

 弊社のルーツは、同じく通町にある親戚
の（名）塚本醤油本店にあります。１００年
以上前のことですが、当時はパソコンもＦ
ＡＸもない時代でしたから、保険の開始時
期を誤魔化すことも可能です。そのため
信頼できるところでなければ、保険会社
は代理店契約を結びませんでした。塚本
醤油本店が保険の代理店として先に存
在しており、１９２０年、塚本醤油本店から
弊社の創業者である橋本安次郎が代理
店の資格を譲り受けたのが弊社の始まり
です。 



３．当事務所との関わりについて 
竹田    
       かばしま法律事務所には、どのような内 
      容のご相談をされますか。 
 
橋本常務 

 当社の相談というより、お客様のトラブル
を相談させていただくことが多いですね。
債権回収であったり、不動産に関する問
題であったり、これも、先ほどお話しした、
お客様への情報提供の一環としてさせて
いただいております。 

  
竹田 
       当事務所で印象的だったことがあれば   
      お教え下さい。 
 
橋本常務 
       若い弁護士の先生が多く、親身に相談し  
      やすい雰囲気でした。他方で豊富な経験 
      は椛島先生がお持ちでしょうから、バラン  
      スがとれているように思います。 
 竹田 

今後、さらにかばしま法律事務所に期待し
たいことがあればお教え下さい。 

 

橋本常務 

相談しやすい法律事務所であってほしい
ですね。久留米に根ざしたサービスを目指
していただけたら、私どもとしましても非常
に嬉しいです。 

 
竹田 

 本日は、お忙しい中でインタビューに応じ
て頂き、本当にありがとうございました。 

２．現在の事業展開について 
 
竹田 

現在、どのような事業を展開されている
か教えて下さい。 

 
橋本常務 

 主に中小・中堅企業向けの保険サービ
スです。「御社のリスク管理部でありた
い」という言葉にも表れているのですが、
お客様の立場で総合的なリスク管理をさ
せていただくことを重視しています。 

 弊社ではこれをＴＲＭ（トータル・リスク・
マネジメント）としてお客様にとって分かり
やすい仕事を心がけています。現在、直
販の保険が増えてきていますが、保険と
いう仕組みは、お客様（被保険者）と保険
会社（保険者）がいれば成り立ちます。そ
のなかで保険代理店の役割を考えたとき、
それは「情報提供」と「事故対応」にありま
す。 

 保険の営業をして欲しいと考えているお
客様はいませんが、保険やリスクについ
て知りたいと考えているお客様は多く、情
報提供によってお役立ちをすることは弊
社の大切な仕事です。類似の保険でも保

険会社によって内容が異なることをお伝
えしたり、相見積りによる適正価格の情
報提供、法制度の新設や変更によるリス
クの情報提供、トラブルが起きたときに弁
護士などの専門家をご紹介することも情
報提供の一つです。次に「事故対応」につ
いてですが、簡易な事故はスピードを重
視して保険会社に任せることがあるもの
の、判断が難しい事故対応は、保険会社
の視点ではなく、私たちがお客様の立場
になって、最後までしっかりと解決に向け
たサポートをしています。 



弁護士紹介：弁護士竹田寛 

■お名前と出身地を教えて下さい！ 
 竹田寛です。 
 出身地は宮崎県日向市というところです。 

■宮崎出身なのですね！日向市はどんなところか
教えてください！ 
 私が育った日向市は太平洋に面していて、いくつ
かの海水浴場があります。サーファーの方が多く来
ています。あとは、食べ物がおいしいです。私は鶏
肉が好きなのですが、宮崎にはチキン南蛮とか地
鶏があり、帰省する度に食べています。 

 久留米は、日向市よりもずっと人口が多く、美術館
や映画館などがあり、都会ならではの楽しみ方があ
ります。 

 宮崎と共通しているのは、鶏肉がおいしいことです
ね。 

 
■お休みの日は何をして過ごしていますか？ 
  完全に休みの日に一番することはドライブです。
ふらっと日向の実家に帰省したり、兄のいる長崎に
行ったり、姉と熊本に温泉旅行に行ったりしました。 

 
■弁護士になろうと思ったきっかけは何ですか？ 
 法曹という職業にはじめて興味を持ったのは、中
学生のときでした。少し、恥ずかしい話なのですが、
将来なりたい職業を作文にするという宿題を出され
たので、本で調べていたところ、最高裁判所長官の
給料と国会議長･内閣総理大臣の給料がほとんど
一緒であるということを知り、あまり知られていない
裁判官という職業は穴場の職業だ！と思ったので
す。 

 本格的に法律家を志したのは、進路に迷っていた
大学２年生の頃に、元日弁連会長である中坊公平
さんの『金ではなく鉄として』という本を読み、苦しん
でいる人のために全力を尽くす姿にあこがれを覚え、
この道を選びました。 

 
 

 
 
 
 
 
 
■弁護士としての信条を教えてください！ 
 中坊公平さんの本にも書かれていることですが、
「できる限り現場に行く」ことを心がけています。机に
座っているだけでは分からない、現場に行ってみる
と、実は間違っていた、ということがあります。 

 依頼者が抱えている問題はどこに原因があるの
かを把握するためにも、時間の許す限り現場に行く

ようにしています。 
 
■弁護士としてのやりがいはどんなところですか？ 
 やはり、依頼者に感謝されたときです。困っている
人のお役に立てたのかなと感じることができ、素直
にうれしくなります。 

 
■最後に、メッセージをお願いします！ 
 一番不安なのは、どうしたらよいか分からないとき
ではないかと思います。 

 皆さんのお悩みを親身に聞き、進むべき方向性を
示して、少しでも不安を解消することが私たちの役
割です。 
 ささいなことでも、お気軽にご相談ください。 
 

 

第８回企業法務実務セミナーのお知らせ 
 これまで当事務所で実施し、大変ご好評頂いた企
業法務実務セミナ－を平成２７年９月２５日（金）1４
時00分～1６時00分に行います。 
 次回のテーマは、労働者からの損害賠償（うつ・セ
クハラ・パワハラ）です。業務によって精神疾患を抱
えた従業員への対応をお伝えします。さらに、類似
テーマでもあるセクハラ・パワハラ問題に関しても簡
単に触れる予定となっております。 講師担当は松
﨑弁護士です。当日は講演後に質疑も承ります。 

 お申し込みは、同封のお申込書に所定事項をご
記入の上、FAXにて、９月１７日までにお申し込み下
さい（先着５０名様）。 
 

 まだ創刊して間もない当事務所のニュースレター
ですが、今回はいかがだったでしょうか。 
 今回、日商保険の橋本常務のご協力を得て、イン
タビュー記事を掲載させて頂きました。日頃お仕事
で接する機会はあるものの、各企業様の歴史や設
立経緯などは知らないことも多く、私達も取材する中
で驚かされることが多々あるとともに、一緒にお仕事
をすることがさらに楽しみになりました。 
 今後も、当事務所のニュースレターは皆様にお役
立ちする情報を届けていきます。これまでは不定期
発行でしたが、今後は偶数月に発行していきますの
で、楽しみにして下さい。それでは、暑さに負けず、
一緒にこの厳しい夏を乗り越えましょう！（小林）  

■竹田 寛 
宮崎県日向市出身。 

九州大学法学部、九州大学
法科大学院卒業後、弁護士
登録。 

労働事件や債権回収を始め、
幅広い分野を手がける。 

 

お問合せ 弁護士法人かばしま法律事務所 代表弁護士 椛島 修 

TEL：0942-39-2024 FAX：0942-39-2034 http://www.kabashima-law.com/ 

〒830-0047 福岡県久留米市日吉町23-3 メディア７ビル6階 

受付時間：午前8時30分～午後5時 ※土曜・日曜・祝日 応相談 
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